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令
和
3
年
4
月
1
日
採
用
の
大

崎
市
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

　

一
次
試
験
日
は
、
10
月
18
日


で
す
。

　

た
だ
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
試
験
日
を

延
期
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。


初
級
試
験
（
高
校
卒
程
度
）

■
職
種
・
募
集
人
員

行
政　

5
人
程
度

土
木　

若
干
名

行
政
（
障
が
い
者
）　

若
干
名

■
受
験
資
格

行
政
・
土
木　

平
成
11
年
4
月
2

日
か
ら
平
成
15
年
4
月
1
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
人

行
政
（
障
が
い
者
）　

平
成
11
年
4

月
2
日
か
ら
平
成
15
年
4
月
1
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
人
で
、
活
字
印

刷
文
に
よ
る
出
題
に
対
応
で
き
、

次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

▼

身
体
障
害
者
手
帳
（
身
体
障
害

者
福
祉
法
第
15
条
）
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人

▼

療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
人

▼

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
ど

各
施
設
か
ら
知
的
障
が
い
者
で

あ
る
と
判
定
さ
れ
て
い
る
人

▼

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
第
45
条
）

の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

※
受
験
申
込
時
点
で
手
帳
の
有
効

期
限
が
切
れ
て
い
る
、
ま
た
は

交
付
申
請
中
の
場
合
は
受
験
で

き
ま
せ
ん
。


社
会
人
試
験
（
短
大
卒
程
度
）

■
職
種
・
募
集
人
員

幼
稚
園
教
諭
兼
保
育
士　

若
干
名

■
受
験
資
格

　

昭
和
55
年
4
月
2
日
か
ら
平
成

2
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

人
で
、
幼
稚
園
教
諭
免
許
と
保
育
士

資
格
の
両
方
を
有
し
、
幼
稚
園
ま
た

は
保
育
所
に
お
い
て
、
幼
稚
園
教
諭

ま
た
は
保
育
士
と
し
て
通
算
5
年

以
上
の
職
務
経
験
を
有
す
る
人

申
込
手
続
き
（
共
通
事
項
）

■
受
験
申
込
書
の
請
求
先

　

受
験
申
込
書
は
、市
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト（h
ttp
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か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
、Ａ
４
サ
イ
ズ
で
印
刷
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
人
財
育
成
課

で
も
配
布
し
ま
す
。

　

郵
送
で
請
求
す
る
場
合
は
、請
求

す
る
封
筒
に「
受
験
用
申
込
用
紙
請

求
」
と
記
し
、
1
4
0
円
分
の
切
手

を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒（
角
型
二

号
）に
郵
便
番
号
、住
所
、氏
名
を
明

記
し
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
方
法

　

受
験
申
込
書
（
写
真
貼
付
）
、
職

務
経
歴
書
（
幼
稚
園
教
諭
兼
保
育

士
を
受
験
す
る
人
の
み
）
、
受
験
者

本
人
の
宛
先
を
明
記
し
た
受
験
票

返
信
用
封
筒
（
長
三
型
・
84
円
切
手

貼
付
）
を
持
参
ま
た
は
簡
易
書
留

郵
便
な
ど
の
確
実
な
方
法
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

■
送
付
先

〒
9
8
9
─
6
1
8
8

大
崎
市
古
川
七
日
町
1
番
1
号

人
財
育
成
課
人
事
担
当

■
受
付
期
間
（
土
曜
・
日
曜
日
除
く
）

　

7
月
20
日

～
8
月
31
日
 

17
時
15
分
ま
で
（
必
着
）

※
当
日
消
印
有
効
で
は
な
い
の
で

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

人
財
育
成
課
人
事
担
当
　


５
0
2
7

市
職
員
を
募
集
し
ま
す

 

 

政
策
課
政
策
企
画
担
当
　


2
1
2
9 

市
民
意
識
調
査
を
実
施
し
ま
す

　

本
市
が
目
指
す
将
来
像「
宝
の
都

（
く
に
）・
大
崎
～
ず
っ
と
お
お
さ
き
・

い
つ
か
は
お
お
さ
き
～
」の
実
現
に

向
け
て
、市
民
の
皆
さ
ん
が
市
政
に

対
し
て
、ど
の
よ
う
な
意
見
や
要
望

を
持
っ
て
い
る
の
か
、何
が
重
要
と

感
じ
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
た

め
、市
民
意
識
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

よ
り
よ
い
市
政
を
行
っ
て
い
く

た
め
、多
く
の
人
の
意
見
を
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

実
施
方
法

■
対
象

　

市
民
5
0
0
0
人

※
15
歳
以
上
の
人
を
対
象
に
無
作

為
に
抽
出
し
ま
す
。
無
記
名
ア

ン
ケ
ー
ト
で
あ
り
、
市
か
ら
電

話
や
訪
問
な
ど
に
よ
り
個
別
に

問
い
合
わ
せ
る
こ
と
は
一
切
あ

り
ま
せ
ん
。

■
調
査
期
間

　

6
月
30
日

～
7
月
27
日


■
配
布
・
回
収
方
法

　

郵
送

※
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
い
ま

す
。
切
手
を
貼
ら
ず
に
投
函
し

て
く
だ
さ
い
。

■
結
果
公
表

　

広
報
お
お
さ
き
や
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
な
ど
で
公
表

国
民
健
康
保
険
税

　

国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）

は
、
前
年
所
得
に
よ
る
「
所
得
割

額
」
、
国
保
加
入
者
の
人
数
に
応
じ

た
「
均
等
割
額
」
、
加
入
全
世
帯
に

対
し
て
か
か
る
「
平
等
割
額
」
の
3

つ
の
項
目
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。

　

令
和
2
年
度
の
課
税
限
度
額

は
、
99
万
円
（
介
護
保
険
対
象
外
の

世
帯
は
82
万
円
）
で
す
。

■
低
所
得
者
に
係
る
国
保
税
軽
減

　

令
和
2
年
度
か
ら
表
1
の
と
お

り
軽
減
対
象
範
囲
が
広
が
り
ま

す
。
軽
減
判
定
所
得
額
は
、
4
月
1

日
現
在
の
世
帯
主
と
被
保
険
者
全

員
の
合
計
額
で
す
。
世
帯
主
が
国

保
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
も
含

み
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
保

険
料
）
は
、
75
歳
（
一
定
の
障
が
い

が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
と
き
は

65
歳
）
以
上
の
人
が
加
入
す
る
高

齢
者
の
医
療
制
度
で
す
。
保
険
料

は
、
一
人
一
人
が
均
等
に
負
担
す

る
「
均
等
割
額
」
と
前
年
所
得
に
よ

る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
で
す
。

■
低
所
得
者
に
係
る
保
険
料
軽
減

　

世
代
間
の
負
担
を
公
平
に
し
、

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給

な
ど
を
踏
ま
え
、
表
2
の
と
お
り

軽
減
割
合
と
軽
減
判
定
所
得
額
が

変
更
と
な
り
ま
す
。

　

軽
減
判
定
所
得
額
は
、
4
月
1

日
現
在
の
世
帯
主
と
被
保
険
者
の

所
得
合
計
額
で
す
。
世
帯
主
が
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て

い
な
い
場
合
も
含
み
ま
す
。

 

 

税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
担
当
　


5
1
4
7

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、介
護
保
険
料
の
賦
課
内
容

を
見
直
し
ま
す

介
護
保
険
料

　

介
護
保
険
は
、
介
護
が
必
要
に

な
っ
た
と
き
、
誰
も
が
安
心
し
て

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
支
え
あ
う
制
度
で
す
。

　

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料

は
、
基
準
額
を
も
と
に
、
所
得
段
階

別
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
40
歳

か
ら
64
歳
ま
で
の
国
保
に
加
入
し

て
い
る
人
は
、
国
保
税
と
し
て
世

帯
主
が
納
め
ま
す
。

■
65
歳
以
上
の
人
の
保
険
料
基
準

額
の
見
直
し

　

消
費
税
増
税
財
源
を
活
用
し
、
低

所
得
者
軽
減
強
化
を
す
る
た
め
第
1

か
ら
第
3
段
階
ま
で
の
基
準
額
が
表

3
の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま
す
。

各
保
険
料
（
税
）
の
納
付

　

各
保
険
料
（
税
）
の
納
付
書
は
7

月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。
同
封
さ

れ
た
納
付
書
に
よ
り
、
金
融
機
関

や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納

期
ご
と
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
の
利
用
者
に
つ
い
て
は

納
付
書
が
同
封
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
、
各
保
険
料
（
税
）
の
通
知
書
に

記
載
さ
れ
た
納
付
額
と
口
座
振
替

日
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
納
税
貯
蓄
組
合
員
に
つ
い
て

は
、
国
保
税
を
納
付
書
で
納
付

す
る
人
も
、
加
入
し
て
い
る
納

税
貯
蓄
組
合
長
に
送
付
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
市
税
な
ど
の
税
金

は
今
年
度
か
ら
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
可
能
に
な

り
ま
し
た
。

※
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
（
特

別
徴
収
）
の
人
に
は
、
8
月
上
旬

に
送
付
し
ま
す
。

■表 2　後期高齢者医療保険料の軽減判定所得額

軽減
割合

世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額
（下線部が変更点です）

7割 33万円
以下の
世帯

世帯内の被保険者全員が年金
収入 80万円以下の世帯（年金
以外の所得がない場合）

7.75
割

上記以外の世帯

5割
「33万円＋（28万5千円×世帯の被保険
者数）」を超えない世帯

2割
「33万円＋（52万円×世帯の被保険者
数）」を超えない世帯

※軽減割合が7 割の被保険者は、年金生活者支援給付金
　など支援策の対象となります。同一世帯に住民税課税
　者がいる場合など対象外となる場合があります。
※保険料は均等割額「42,240円」と所得割額「（前年中の所  

得－33万円）×7.97％」の合計額です。（限度額64万円）

■表1　国民健康保険税の軽減判定所得額

軽減
割合

世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額
（下線部が変更点です）

7割 前年度から変更なし

5割
世帯の所得が「33万円＋28万5千円×（被
保険者数＋特定同一世帯所属者数）」を
超えない世帯

2割
世帯の所得が「33万円＋52万円×（被保
険者数＋特定同一世帯所属者数）」を超
えない世帯

※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療

　制度に移行した75 歳以上の人です。世帯異動などで

　新たに再取得した人は対象外となります。

教育委員

早坂 正年

  教育総務課総務担当　

 72-5032

■表3 介護保険料の基準額（第3段階まで抜粋）

段
階

令和2年度（下線部が変更点です）

第
１
段
階

基準額× 0.3　21,100円

対象者：次の～のいずれかの人　

生活保護受給者、世帯全員が住民税非

課税の老齢福祉年金受給者、世帯全員が

住民税非課税で、本人の課税年金収入額と

合計所得金額の合計額が80万円以下の人

第
２
段
階

基準額× 0.5　35,100円

対象者：世帯全員が住民税非課税で、本

人の課税年金収入額と合計所得金額の

合計額が80万円超120万円以下の人

第
３
段
階

基準額× 0.7　49,200円

対象者：世帯全員が住民税非課税で、本

人の課税年金収入額と合計所得金額の

合計額が120万円超の人

※基準額は、基準月額（5,865円）×12月×各段階別
割合で算定されます（100円未満は切り捨て）。

新しい教育委員会委員

を紹介します

　教育委員は、これまでの4人から

1人増員し5人となり、新たに早坂

正年氏を5月30日、市長より発令

しました。また、任期満了の若見朝

子委員を引き続き教育委員として

発令しました。

　任期は両委員とも令和6年5月

29日までの4年間となります。

 


